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はじめに

国内で初めて新型インフルエンザの感染者が確認された平成21年（2009年）５月16

日以降、兵庫県では「新型インフルエンザ対策本部」が設置され、国や市町、関係機

関等と連携しながら、医療体制の強化や学校・通所施設等の休業措置等の様々な感染

拡大防止への取り組みが行われた。

その結果、発症者は５月17日をピークとして、その後減少傾向に転じ、６月３日に

は「ひょうご安心宣言」が出された。

一方、６月12日には、南半球で感染者が急増していること等から、ＷＨＯは警戒レ

ベルをフェーズ６に引き上げ、今日に至っている。

これらの取り組みを行うなかで明らかになった課題を抽出し、検証して将来に備え

るため、「兵庫県新型インフルエンザ対策検証委員会」が設置されることになった。

当検証委員会では、

① 医療提供体制及び接触者対応のあり方

② 患者情報の伝達、共有のあり方

③ 社会活動の制限と県民生活維持対策のあり方

④ 広報・リスクコミュニケーションのあり方

⑤ 行政システムのあり方

の５つの柱を立て、数回の医療関係のワーキング、感染者発生現場で実際に対応を行

った方々や社会的な影響を受けた団体等からのヒアリングなども踏まえ、総合的視点

から検証に取り組むこととした。

国内で最初に新型インフルエンザの感染者を確認し、これに対応した兵庫県には、

今回の取り組みの状況や検証の成果を、県内はもとより、国や他の都道府県にも積極

的に発信し、今後の対策の充実強化に生かすことが求められている。

また、ウィルスの活動が低調となる高温多湿の夏季を迎えた現時点においても、患

者の発生が収束することなく、増加傾向にあることから、今後の流行が大いに危惧さ

れるところである。

ここでは、新型インフルエンザ対策で実施された兵庫県等における各般の対応を振

り返り、今後の範とすべきこと、逆にうまくいかなかったこと、なぜうまくいかなか

ったかなどを検証し、今後の県民の安全・安心のための備えの充実に向けて提言する。
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第１編 新型インフルエンザの発生状況
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メキシコに端を発した豚インフルエンザのヒトからヒトへの感染の広がりを受け、

ＷＨＯは平成21年（2009年）４月28日、新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ

４に引き上げ、さらに同30日にはフェーズ５に引き上げた。

兵庫県では４月28日、フェーズ４への引き上げに伴い、新型インフルエンザ対策本

部を設置して対策を進めていたところ、５月16日に神戸市在住の男子高校生の感染が

確認された。それ以降、県内での患者は増加し、県対策本部では、患者の治療のほか、

濃厚接触者への対応、学校等の臨時休業、イベントの中止・延期をはじめとする社会

活動の制限などの感染防止対策や、風評被害対策などに全力で取り組んできた。

発症者は、５月17日をピークに減少傾向に転じ、患者の症状も軽く、5月24日以降

には入院患者がゼロとなり、一般感染者も5月27日以降には発生していなかったこと

などから、６月３日には、「ひょうご安心宣言」を発出した。

６月12日には、南半球で感染者が急増していること等からＷＨＯは警戒レベルをフ

ェーズ６に引き上げたが、県では、国と同様に、特段の対応変更は行わなかった。

６月19日に厚生労働大臣は、秋冬に向けた大規模な患者増加の可能性や、ほとんど

の患者が軽症のまま回復していること等を踏まえ、集団発生の監視・抑制及び重症化

した患者への医療提供に重点に置いた体制とするよう、「医療の確保、検疫、学校・

保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を改正した。

また、当検証委員会は、７月20日に国の運用指針の改定を受けての兵庫県の当面と

るべき医療体制に関する提言を行った。

県は、それらを踏まえ、7月21日に、外来・入院医療体制、相談体制、検査体制な

どの当面の医療体制を決定し、7月24日から運用を開始し、現在に至っている。

（なお、指針の運用が開始された７月24日からは、感染者の全数把握は行われていな

い。）

○ 感染者の地域的な偏在

兵庫県内における確定患者数は、７月23日まで、すなわち全数把握を行っていた

時点までで371人であり、地域別では、神戸市が195人（約53％）と最も多く、県内

人口の約６割を占める神戸・阪神間地域で310人（約84％）となっている。一方、

丹波地域と淡路地域では感染が確認されていないなど、患者発生に地域的な偏在が

見られる。

この時点での感染分布は、患者の住所地や所属する集団を起点に、近隣市町に同

心円的な広がりが見られないことから、社会活動の制限措置の効果により、地域的

な感染拡大を抑制できたものと推測される。

しかし、全国的に患者数が増加するなか、県内でも感染の拡大が見られ、8月21

日現在、県内全ての保健医療圏域で、新型インフルエンザ患者が確認されている。
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○ 発生状況の推移

５月16日に最初の発生を確認してから、当初は高校生を中心に感染が拡大したが、

３日間でピークを迎えて以降減少し、６月３日には、感染経路が不明な一般の感染

者が１週間発生しなかったことなどから、「新型インフルエンザひょうご安心宣言」

が発出された（６月３日までの患者全体に占める高校生の割合は70%）。

ひょうご安心宣言の発出以降、６月上旬から中旬にかけては、海外からの帰国者

及びその家族等が散発的に発生するのみで、全体的には沈静化していたが、全国的

に再び感染拡大傾向に転じた６月下旬頃から、小学校や中学校などでも集団感染が

見られる状況となった（７月23日現在の患者全体に占める高校生の割合は43%。小

・中学校・大学、専門学校の生徒・学生をあわせると68%）。しかしながら、７月に

入ってからの全国的な感染拡大状況と比較して、兵庫県では大きく感染が拡大して

いるとは言えず、７月３日には大阪府、その後も神奈川県、愛知県の感染者数が兵

庫県を上回り、７月23日時点での兵庫県の感染が確認された患者数は、全国で４番

目となった。

国は、感染拡大傾向にあることを踏まえ、7月24日以降、患者を全数把握する検

査体制から、集団発生の早期発見や 重症化防止に重点を置いた検査体制に移行し

たため、都道府県別の正確な患者数は把握できなくなった。

しかし、学校が夏休みの時期に入ってもクラスター（集団発生）の出現は続いて

おり、また、インフルエンザ様症状を呈する患者数を把握しているインフルエンザ

サーベイランスでは、8 月10～16日の全国定点からの１週間あたりの平均報告数が
1.69人と流行期レベル（1.00人）を超え、本格的な流行が懸念されている（大流行

した2005年には、１月中旬に50.07人を記録している。）。

また、これまでほとんどの患者は軽症で急速に症状が回復しており、入院患者は

ごく少数であったが、新型インフルエンザ患者の死亡例が８月15日に国内で初めて

確認されたのに続き、８月18日には兵庫県内でも死亡例が確認されている。
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感染者の内訳（全県） （5月16日～7月23日）

乳幼児 小学生 中学生 高校生 大学生 専門学校生 一 般 計

神戸 15 22 12 95 4 3 49 200

阪 尼崎市 6 3 2 11 4 1 25 52

神 西宮市 4 2 7 1 2 16

南 芦屋市 1 4 1 6

伊丹市 2 1 1 4
阪

宝塚市 8 2 10
神

川西市 7 18 1 26
北

三田市 1 1 2

猪名川町

明石市 2 1 3 1 7
東

加古川市 1 5 2 8
播

高砂市 2 2
磨

稲美町

播磨町 2 2

西脇市

北 三木市 2 2

播 小野市 2 2 4

磨 加西市

加東市

多可町

姫路市 1 8 1 1 11
中

神河町 2 1 3
播

市川町 1 2 3
磨

福崎町

相生市

西 たつの市 1 1

赤穂市 1 1

播 宍粟市 1 1

太子町

磨 上郡町

佐用町

豊岡市 1 1 1 3

但 養父市 3 3

朝来市 2 1 2 3 8

馬 香美町 2 2

新温泉町

丹 篠山市

波 丹波市

淡 洲本市

南あわじ市
路

淡路市

計 25 41 38 161 16 4 92 377
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【確定日別感染者発生状況（５月16日～７月23日）】（全県）

19129195053251129159321852338総 計

312養父市

312豊岡市

84112朝来市

211香美町但 馬

11赤穂市

11宍粟市

11たつの市西播磨

市川町

211姫路市

中播磨

40小野市

11三木市北播磨

15221明石市

211播磨町

11高砂市

151112加古川市東播磨

93321宝塚市

211川西市

11三田市

1312伊丹市阪神北

4320111133235尼崎市

281133西宮市

61113芦屋市阪神南

1527111314103211130208神戸市神 戸

6/21～306/11～206/１～105月計5/315/305/295/285/275/265/255/245/235/225/215/205/195/185/175/16

居住地県民局

19129195053251129159321852338総 計

312養父市

312豊岡市

84112朝来市

211香美町但 馬

11赤穂市

11宍粟市

11たつの市西播磨

市川町

211姫路市

中播磨

40小野市

11三木市北播磨

15221明石市

211播磨町

11高砂市

151112加古川市東播磨

93321宝塚市

211川西市

11三田市

1312伊丹市阪神北

4320111133235尼崎市

281133西宮市

61113芦屋市阪神南

1527111314103211130208神戸市神 戸

6/21～306/11～206/１～105月計5/315/305/295/285/275/265/255/245/235/225/215/205/195/185/175/16

居住地県民局

37700002210413720322174022421132345総 計

3養父市

3豊岡市

8朝来市

2香美町但 馬

1赤穂市

1宍粟市

1たつの市西播磨

312神河町

312市川町

111251姫路市

中播磨

4小野市

21三木市北播磨

71明石市

2播磨町

21高砂市

811加古川市東播磨

101宝塚市

2611121川西市

21三田市

4伊丹市阪神北

52423332211121尼崎市

161113西宮市

6芦屋市阪神南

2001763271532231121324神戸市神 戸

総計7/277/267/257/247/237/227/217/207/197/187/177/167/157/147/137/127/117/107/97/87/77/67/57/47/37/27/1

37700002210413720322174022421132345総 計

3養父市

3豊岡市

8朝来市

2香美町但 馬

1赤穂市

1宍粟市

1たつの市西播磨

312神河町

312市川町

111251姫路市

中播磨

4小野市

21三木市北播磨

71明石市

2播磨町

21高砂市

811加古川市東播磨

101宝塚市

2611121川西市

21三田市

4伊丹市阪神北

52423332211121尼崎市

161113西宮市

6芦屋市阪神南

2001763271532231121324神戸市神 戸

総計7/277/267/257/247/237/227/217/207/197/187/177/167/157/147/137/127/117/107/97/87/77/67/57/47/37/27/1
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【入院・有症者数の推移（神戸市環境保健研究所検査分を除く）】

確定日別感染者発生数（全県）
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【発症日別感染者発生数［5月5日～7月23日までの発症者］（全県）】

198111443102198172434331710536850001総 計

3111養父市

3111豊岡市

841111朝来市

22香美町但 馬

11赤穂市

11宍粟市

11たつの市西播磨

0市川町

211姫路市
中播磨

0小野市

11三木市
北播磨

63111明石市

211播磨町

11高砂市

51121加古川市東播磨

92421宝塚市

211川西市

11三田市

3111伊丹市阪神北

2011111236211尼崎市

8111131西宮市

6111111芦屋市阪神南

113113121161014172697214511神戸市神 戸

5月計5/315/305/295/285/275/265/255/245/235/225/215/205/195/185/175/165/155/145/135/125/115/105/95/85/75/65/5

198111443102198172434331710536850001総 計

3111養父市

3111豊岡市

841111朝来市

22香美町但 馬

11赤穂市

11宍粟市

11たつの市西播磨

0市川町

211姫路市
中播磨

0小野市

11三木市
北播磨

63111明石市

211播磨町

11高砂市

51121加古川市東播磨

92421宝塚市

211川西市

11三田市

3111伊丹市阪神北

2011111236211尼崎市

8111131西宮市

6111111芦屋市阪神南

113113121161014172697214511神戸市神 戸

5月計5/315/305/295/285/275/265/255/245/235/225/215/205/195/185/175/165/155/145/135/125/115/105/95/85/75/65/5

377222612823812622127541422034230117総 計

3000養父市

3000豊岡市

8000朝来市

2000香美町

1000赤穂市

1000宍粟市

1000たつの市

312000市川町

33000神河町

1111241000姫路市

4040小野市

21000三木市

71000明石市

2000播磨町

21000高砂市

811001加古川市

101000宝塚市

2613821000川西市

21000三田市

4010伊丹市

521215212411111630尼崎市

1611112020西宮市

6000芦屋市

20056722423421433122212416神戸市

総計不明7/237/227/217/207/197/187/177/167/157/147/137/127/117/107/97/87/77/67/57/47/37/27/16/21～306/11～206/1～10

377222612823812622127541422034230117総 計

3000養父市

3000豊岡市

8000朝来市

2000香美町

1000赤穂市

1000宍粟市

1000たつの市

312000市川町

33000神河町

1111241000姫路市

4040小野市

21000三木市

71000明石市

2000播磨町

21000高砂市

811001加古川市

101000宝塚市

2613821000川西市

21000三田市

4010伊丹市

521215212411111630尼崎市

1611112020西宮市

6000芦屋市

20056722423421433122212416神戸市

総計不明7/237/227/217/207/197/187/177/167/157/147/137/127/117/107/97/87/77/67/57/47/37/27/16/21～306/11～206/1～10

発症日別感染者発生数（全県）

1000

5
8
6
3
5

10

17

3334

24

17

89

1201
344
11110101

2101001001
23
4

0011
2
444
22
4
6

2
43
0
22
4
1

65

11

20

35

6

12

8

32

8

12

6

222

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5/
5
5/
6
5/
7
5/
8
5/
9
5/
10
5/
11
5/
12
5/
13
5/
14
5/
15
5/
16
5/
17
5/
18
5/
19
5/
20
5/
21
5/
22
5/
23
5/
24
5/
25
5/
26
5/
27
5/
28
5/
29
5/
30
5/
316/
1
6/
2
6/
3
6/
4
6/
5
6/
6
6/
7
6/
8
6/
9
6/
10
6/
11
6/
12
6/
13
6/
14
6/
15
6/
16
6/
17
6/
18
6/
19
6/
20
6/
21
6/
22
6/
23
6/
24
6/
25
6/
26
6/
27
6/
28
6/
29
6/
307/
1
7/
2
7/
3
7/
4
7/
5
7/
6
7/
7
7/
8
7/
9
7/
10
7/
11
7/
12
7/
13
7/
14
7/
15
7/
16
7/
17
7/
18
7/
19
7/
20
7/
21
7/
22
7/
23
不
明



- 9 -



- 10 -



第２編 対応状況と課題
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第１章 医療提供体制及び接触者対応のあり方

Ⅰ 発熱電話相談体制

検証の視点
ＷＨＯにより新型インフルエンザの警戒レベルがフェーズ４に引き上げられた

平成21年（2009年）4月28日以降、兵庫県では、発熱等の症状を呈する者について
は、まず、発熱電話相談で連絡を受け、新型インフルエンザの感染が疑われると
きは、専用外来医療機関の受診を勧奨していた。
５月16日に神戸市内で新型インフルエンザの患者が確認され、発熱者、健康不

安者等から1日1万件を越える電話相談が健康福祉事務所等に寄せられ、多くの職
員がこれに対応することになった。
ここでは、県民相談体制のあり方について、健康福祉事務所（保健所）の感染

拡大防止対策への影響等を踏まえ、検証を行った。

（１） 今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 都道府県及び市区町村に対して、発熱相談センターを設置するよう要請する。

新型インフルエンザ対策ガイドライン（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ
に関する関係省庁対策会議、平成21年２月17日策定）

○ 都道府県等は、保健所に新型インフルエンザへの感染を疑って医療機関を受診し
ようとする者から相談を受ける発熱相談センターを整備するとともに、ポスターや
広報誌等を活用して、新型インフルエンザへの感染を疑う者は、まず発熱相談セン
ターへ電話等により問い合わせることを、住民へ周知徹底する。

○ 発熱相談センターは、新型インフルエンザの患者の早期発見、当該者が事前連絡
せずに直接医療機関を受診することによるそれ以外の疾患の患者への感染の防止、
地域住民への心理的サポート及び特定の医療機関に集中しがちな負担の軽減等を目
的とする。

○ 発熱相談センターでは極力対面を避けて情報を交換し、本人の情報（症状、患者
との接触歴、渡航歴等）から新型インフルエンザに感染している疑いがある場合、
マスクを着用した上、感染症指定医療機関等を受診するよう指導を行う。また、受
診するよう指導した医療機関の電話番号を本人又はその家族等に伝え、受診前に必
ず連絡して、受診する時刻及び入口等について問い合わせるよう指導する。新型イ
ンフルエンザに感染している疑いがない場合は、適切な情報を与え、必要に応じて
近医を受診するよう指導を行う。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年６月19日改定）

○ 発熱相談センターは、受診する医療機関が分からない人への適切な医療機関の紹
介、自宅療養している患者への相談対応等、電話による情報提供を行う。具体的な
発熱相談センターの運用については、地域住民がどのような情報を必要としている
か等に応じて都道府県等において決定する。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日改定）
県
○ 新型インフルエンザ発生時の県民からの健康相談に対応できる総合相談窓口を対
策本部に、発熱相談センターの窓口を健康福祉事務所（保健所）に設置する。

○ 市町に対して、新型インフルエンザ発生時の県民からの健康相談等に対応できる
窓口を設置するための体制整備を要請する。
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② 県のとった対策
平成21年（2009年）４月28日、厚生労働大臣の「新型インフルエンザ発生宣言」

を受け、県対策本部に健康総合相談窓口を、健康福祉事務所（保健所）内に休日

も含めた24時間対応の健康危機管理ホットラインを活用した発熱電話相談窓口を

設置した。

○ まん延国からの帰国者に対して、症状の有無に関わらず健康福祉事務所（保

健所)への連絡を呼びかけ､発症時には直接医療機関を受診しないよう要請した。

○ ５月16日の県内発生確認後は、渡航歴の有無に関わらず、発熱や咳などの症

状がある方に対して、幅広く相談に応じた。

○ 県看護協会から延べ約200人の保健師、看護師の応援を得て、専門的相談に対

応した。

【相談体制】

健康総合相談窓口 発熱電話相談窓口
（県対策本部事務局） （健康福祉事務所（保健所））

目的 新型インフルエンザに関する一般的な情 発熱症状のある者の受診振り分け
報提供

4/28 相談窓口設置（24時間対応） 相談窓口設置（９時～21時）（※）
９時～21時 保健師２ ２回線 18時以降は、概ね保健師１、事務等１
21時～９時 保健師１嘱託１ ２回線 で対応

5/16 ９時～21時 保健師２ ２回線 24時間対応に変更
21時～９時 保健師、事務等４ 保健師とその他職種(２～３人)による

嘱託１ ５回線 交代勤務

6/3 同上 ９時～21時に変更（※）
18時以降は、概ね保健師１、事務等１
で対応

6/10 ９時～18時 看護師１ ２回線 平日９時～18時に変更（※）
18時～９時 保健師１

看護師２ ３回線

（※）他の時間帯は、健康危機管理ホットラインで対応

【相談件数】

２回線 ５回線 ↑
6/10～昼２回線 夜３回線
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新型インフルエンザ健康相談（発熱電話相談）窓口の

相談件数について（事務所別集計）

所属名 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/1３ 7/20 7/27 8/3 ８/10 ８/17 累計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16 ８/23

災 対 セ 181 208 144 137 132 123 135 100 127 140 284 2,646

ンター

疾 病 対 926 568 311 209 159 190 278 200 140 226 455 10,849

策室

生 活 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

生課

芦屋 44 25 14 9 6 11 6 12 19 14 26 2,072

宝塚 153 89 46 27 35 30 17 41 41 66 110 4,953

伊丹 153 120 55 26 28 113 56 58 77 71 109 5,414

加古川 205 111 67 43 60 37 27 39 45 43 95 6,374

明石 179 71 50 26 26 15 26 47 18 37 54 4,628

加東 74 39 32 18 12 13 18 12 23 40 96 2,796

中播 12 12 12 8 4 28 71 22 7 4 15 1,086

龍野 37 19 12 0 5 3 4 6 7 8 21 1,650

赤穂 44 28 4 1 0 1 4 7 17 3 24 1,218

豊岡 21 17 6 3 2 4 1 7 3 4 9 1,729

朝来 12 4 0 0 0 2 0 0 8 6 8 940

丹波 65 47 29 18 12 17 3 3 2 6 17 1,428

洲本 14 7 3 3 5 0 3 2 3 10 10 1,030

神戸市 1,313 662 313 242 229 213 237 231 296 330 830 33,623

姫路市 197 58 21 29 13 29 34 41 未集計 未集計 未集計 7,330

西宮市 395 201 51 26 25 24 16 25 未集計 未集計 未集計 8,334

尼崎市 293 113 26 28 28 15 13 4 59 118 181 6,860

合 計 4,318 2,399 1,196 853 781 868 949 857 892 1,126 2,344 104,968

【相談内容（例）】

・１週間ほど咳・鼻水が続いているが、発熱はない。幼稚園に通園させてよいか。

・発熱はあるが、食欲もあり元気もある。インフルエンザではないか。

・前日から微熱はあるが、それ以外の症状はない。インフルエンザではないか。

・熱はないが鼻水・咳がある。保育所が閉鎖になったので知人に預けてよいか。

【分 析】

・「発熱電話相談窓口」という名称で相談窓口を開設し、発熱や咳等を有する者

すべてから相談を受けることとしたため、県民からの電話が殺到し、相談に従

事する保健師等が不足した。
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（参考）芦屋健康福祉事務所における対応状況(平成21年（2009年）5月20日)

職員数：３３人

(1) 相談業務

相談件数 ２０７件（24時間対応）

(2) 疫学調査

疑い患者調査 対象者 ４人

検疫所分の健康調査 対象者 ５０人

濃厚接触者調査・指導 対象者 ５人

(3) 検体搬送（芦屋市→神戸市） ４件

○ うち電話相談対応

勤務時間内 夜間

主管課職員 （１４人：適時） ２人

臨時職員 １人

芦屋市職員 ２人

県民局職員 １人

看護協会 １人

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 受診医療機関の振り分けに一定の効果

初期段階や発生件数が少ない地域において、県民への適切な情報提供や受診

医療機関の振り分けに効果があった。

たとえば相談件数がピークとなった５月18日には、相談件数10,344件に対し、

専用外来受診者数は466人と実際に受診した者は約５％にとどまっている。

イ 24時間対応の発熱電話相談窓口

５月16日の県内発生確認後は、発熱電話相談窓口を24時間対応としたことに

より、県民の不安解消に効果があった。

ウ 県看護協会による協力

県看護協会から延べ約200人の保健師、看護師の応援を得たことにより、専門

的な相談に一定の効果があった。

② 解決すべき課題

ア 電話回線の不足

県内での新型インフルエンザ発生当初は、発熱電話相談の対象を広く発熱者

としたため、窓口に電話が殺到した。例えば、健康総合相談窓口は、５月16日

には電話回線を２→５回線に、人員を２人から５人に増やしたが、５月17日か

ら22日頃にかけては、電話がつながりにくくなるなど課題があった。

イ 電話の錯綜

健康総合相談窓口や発熱電話相談窓口の電話番号を従来業務の電話番号とし

たため、相談業務と感染対策業務等の電話が錯綜して事務効率が低下した。
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ウ 相談窓口業務の周知不足

県対策本部の総合相談窓口は新型インフルエンザに関する一般的な情報提供、

健康福祉事務所の発熱電話相談窓口は発熱症状のある者の受診振り分けのため

に設置したが、健康総合相談窓口に受診相談が多く寄せられ、結果として再び

発熱電話相談窓口を案内するなど、２度手間を掛けることがあった。

エ 担当者の対応力に差

電話相談に対して統一した回答ができるようQ&Aを作成して対応したが、専門

的な相談が多く、保健師等の専門職種と事務職等の他職種で回答内容に差が生

じた。

オ 他業務への影響

電話相談に多くの職員が従事したため、患者に対する疫学調査や病院との調

整、濃厚接触者調査等に支障をきたした。
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Ⅱ 専用外来医療機関体制

検証の視点
兵庫県では、兵庫県新型インフルエンザ対策計画に基づき、外来は専用外来医

療機関が対応した。
しかし、今回の新型インフルエンザが強毒性ではなく、季節性インフルエンザ

と類似する点が多いことが判明し、国が運用指針等を改定したことに合わせ、本
県でも医療体制を逐次見直し、現在では、外来医療は感染防止対策を講じた一般
医療機関で対応している。
これまでの一連の医療体制の変遷を検証するとともに、大流行に備えた外来医

療体制ついて検討を行った。

（１） 今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 都道府県等及び市区町村に対し、新型インフルエンザの可能性のある者とそれ以
外の者を振り分ける発熱外来を整備するよう要請する。

新型インフルエンザ対策ガイドライン（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ
に関する関係省庁対策会議、平成21年２月17日策定）

○ 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区は、市区町村の協力を得て、地域
医師会等と連携し、あらかじめ発熱外来を設置する医療機関や公共施設等のリスト
を作成する。

○ 第二段階から第三段階の感染拡大期までの発熱外来の目的は、新型インフルエン
ザの患者とそれ以外の疾患の患者とを振り分けることで両者の接触を最小限にし、
感染拡大の防止を図るとともに、新型インフルエンザに係る診療を効率化し混乱を
最小限にすることである。したがって、この段階における発熱外来については、こ
の段階において新型インフルエンザの患者の入院診療を行う医療機関に併設するこ
とが望まれる。

○ 第三段階のまん延期以降における発熱外来の目的は、感染防止策を徹底した上、
新型インフルエンザの患者の外来集中に対応することに加え、軽症者と重症者の振
り分け（トリアージ）の適正化により入院治療の必要性を判断することである。し
たがって、この段階における発熱外来については、希望する者が速やかに受診でき
るよう設置することが望まれる。

○ 発熱外来は、適切な医療を提供するためには既存の医療機関に専用外来を設置す
る形態が望ましいが、地域の特性に応じて、柔軟に対応することとする。設置に当
たっては、新型インフルエンザ以外の疾患の患者と接触しないよう入口等を分ける
など院内感染対策に十分に配慮する必要がある。感染対策が困難な場合は、施設外
における発熱外来設営等を検討する。なお、実際の運用を確認するため、事前に訓
練等を重ねておくことが望ましい。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年５月22日策定）

急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域においては、
○ 患者数の増加に伴い、発熱外来の医療機関数を増やす。
○ 関係者の協力のもと、対応可能な一般の医療機関においても、発熱外来の機能を
果たすとともに、患者の直接受診を行うことを可能とする。この場合、外来におい
ては、一般の患者と新型インフルエンザ患者が動線にて交わらないよう、入口等を
分ける、あるいは診療時間帯を分けるなど最大の注意を払う。特に、基礎疾患を有
する者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ずる。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
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労働省、平成21年６月19日改定）

○ 外来部門においては、今後の患者数の増加に対応するために、現在、発熱外来を
行っている医療機関のみならず、原則として全ての一般医療機関においても患者の
診療を行う。その際、発熱患者とその他の患者について医療機関内の受診待ちの区
域を分ける、診療時間を分けるなど発熱外来機能を持たせるよう最大の注意を払う。
特に、基礎疾患を有する者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ずる。
また、公共施設、屋外テント等の医療機関以外のところに外来を設置する必要性は、
都道府県等が地域の特性に応じて検討する。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日）
県
○ 感染症指定医療機関を含む専用外来医療機関に対して、あらかじめ新型インフル
エンザ患者（疑い患者を含む）を受け入れる診療体制について計画の策定を検討す
るよう要請する。

○ 第一段階、第二段階以降で新型インフルエンザ患者（疑い患者を含む）の診療・
治療等にあたる専用外来医療機関を確保する。また、県立病院においては、総合型
病院６病院（尼崎、西宮、塚口、加古川、柏原、淡路）を専用外来医療機関とする。

○ 新型インフルエンザの流行拡大に備えて、県医師会等関係機関と連携して専用外
来医療機関（発熱外来）として受け入れ可能な医療機関の確保に努める。

② 県のとった対策
新型インフルエンザ感染が疑われた患者が受診した場合、適切な感染予防策を

とった上で、診察を行い、治療を開始し、必要によりPCR検査を健康福祉事務所（保
健所）を通じて依頼した。
○ 平成21年（2009年）５月22日以降は、発熱等の症状を呈する者は発熱電話相
談に連絡し、新型インフルエンザを疑う者は発熱外来を受診することとするが、
専用外来医療機関（発熱外来）で対応しきれない場合は、基礎疾患等のある者
を除いて、一般医療機関へ案内することができることとなった。

○ 一般医療機関においても、サージカルマスク等を装着して診療時間を分ける
などの院内感染防止対策を講じて受診対応を行ったところがあった。

○ 新型インフルエンザの対応（基本形） （H１N1発生当初）

県民（有症状者） 健康福祉事務所

電話相談① （発熱電話相談窓口）

②電話相談で振り分け

患者（要観察例） 不安例

外来受診 外来受診

一般医療機関

専用外来医療機関

入院

PCR検査陽性 PCR検査陰性 自 宅

自宅療養

入院（健康福祉事務所が入院勧告）

感染症指定医療機関等
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【専用外来医療機関受診者数】

○ 院内感染防止対策（兵庫県内の簡易陰圧テント等整備状況）

（H15年度にＳＡＲＳ対策として配備）

診察用簡易陰圧テント 24病院（24台）

車いす型アイソレーター 27病院（27台）

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 円滑な受診

発生初期は、発熱相談を通じて専用外来医療機関を受診するシステムが円滑

に運営され、県民が安心して医療機関を受診することができた。

イ 円滑な専用外来の設置

専門外来医療機関等が専用外来を設置する際の医療法上の取扱いを早期に提

示し（5/16）、円滑に専用外来を設置することができた。

ウ 院内感染対策が有効に機能

院内感染対策マニュアル（インフルエンザ様疾患対応）を作成し、一般医療

機関に周知（5/25、5/29）することによって、新型インフルエンザの感染拡大

防止に努めた。

② 解決すべき課題

ア 医療体制の変更

ウイルスの毒性の強弱や感染拡大の度合い等によって、医療体制を変更する

ことは困難である。

イ 専用外来医療機関の公表

専用外来医療機関（42施設）を公表せず、発熱相談窓口に電話してから、そ

の指示に従い、専用外来医療機関を受診するシステムとしたため、必要な治療

が迅速に受けられない場合があった。
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ウ 外来受診

発熱電話相談を経由して専用外来を受診した患者の多くは、新型インフルエ

ンザではなかった。結果として、新型インフルエンザでない患者とその他の発

熱患者が専用外来医療機関に集まることになり、感染リスクを高めることとな

った。

直接、専用外来を受診した者については、感染防止対策が徹底できなかった。

季節性インフルエンザや他疾病による発熱等との鑑別が困難であったため、

早い段階から、一部の医療機関では発熱患者の診察を行った。

エ 救急患者受け入れに支障

専用外来の多くが高次救急医療機関であったため、救急患者の受け入れに支

障を来したところがあった。

オ 小児への対応

発熱により受診する小児が多く、特に神戸市内・阪神間の専用外来医療機関

において、受入れ能力を上回る患者が来院したため、感染防止対応ができる一

般医療機関（小児科）の協力が必要となった。

カ 外来医療機関の確保

インフルエンザ様疾患の大流行に備え、専用外来医療機関が不足する恐れが

ある。

キ 透析患者への対応

透析患者は、①重症化する恐れが多いこと、②県内の患者数が約12千人（

2008末、日本透析医学会調べ）と多数であること、③必ず定期的に透析を行わ

なければならないこと等から、透析医療の継続的な実施体制を整備する必要が

ある。

ク 妊産婦への対応

妊婦は、①重症化する恐れが高いこと、②切迫早産や分娩時に発症した場合

の入院受け入れ機関を定めておく必要があること等から、県産科婦人科学会と

の協議をしておく必要がある。

ケ 検査結果が判明するまで待機

新型インフルエンザ専用外来医療機関が感染症指定医療機関ではない場合、

ＰＣＲ検査結果が判明するまで医療機関待機等の必要性が生じた。

コ 医療関係者に対する情報提供

医療関係者に対し、診療上必要な情報の提供がなかった。

サ 医療関係者に対する相談窓口

健康福祉事務所（保健所）に電話がつながらず、医療的な相談ができなかっ

た。入院医療機関等の調整を行うコントロールセンターが必要である。
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Ⅲ 検査体制

検証の視点
新型インフルエンザの患者を確定するためには、新型インフルエンザウイルス

の遺伝子検査（ＰＣＲ検査）をその都度実施しなければならない。また、新型イ

ンフルエンザの集団発生等を見逃すことがないよう、発生動向等を監視しておく

必要がある。定期的な検査結果の公表は、その時点での正しい感染状況を伝えることに

なる。

ここでは、検査体制と検査結果の公表やサーベイランスのあり方について検討した。

（１）今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 未発生期には、
・ 都道府県等に対し、地方衛生研究所における新型インフルエンザに対するＰＣ
Ｒ検査を実施する体制を整備するよう要請する。
・ 都道府県等に対し、患者の検体を国立感染症研究所へ送付し、亜型検査、遺伝
子解析等を実施するよう要請する。

○ 国内発生早期には、
・ 検体を地方衛生研究所へ送付し、亜型の検査を行う。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年５月22日策定）

○ 今回の新型インフルエンザは季節性インフルエンザと症状が似ていることにかん
がみ、患者が発生していない地域であっても、学級閉鎖などインフルエンザ様症状
を有する者の増加等が見られる場合、新型インフルエンザかどうかを判別するため
に、新型インフルエンザウイルスの確定診断のための検査（ＰＣＲ検査）を積極的
に活用し、感染の実態をいち早く把握することが重要である。

○ 一定以上の患者が発生している場合、ＰＣＲ検査については、新たな地域での患
者発生を把握する観点から、患者が発生していない地域からの検体を優先して検査
を実施するなど、検査に優先順位をつけて運用して差し支えない。

○ 今後は、ＰＣＲ検査は、新型インフルエンザ発生国あるいは発生地域において患
者との接触が強く疑われ、かつ、発熱等の症状がある者に対し、優先的に行う。な
お、季節性インフルエンザのサーベイランスを強化し、新型インフルエンザの発生
動向を捉える。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年６月19日改定）

○ 新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知し、感染の
急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図るため、保健所は、全ての患者（疑
い患者を含む）を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性の
ある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。また、同一集団内で
続発する患者についても把握を行う。この変更に当たっては、円滑な移行期間を経
て、速やかに実施する。地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部からの検体に
対し、確認検査を実施し、新型インフルエンザと確定した場合には、医師は、保健
所への届出を行う。

○ 入院した重症患者の数を把握するとともに、予め定められた病原体定点医療機関
からインフルエンザ患者の検体提出を受け、地方衛生研究所及び国立感染症研究所
において、病原性や薬剤耐性など、ウイルスの性状変化に対する監視を実施する。

○ 予め定められた定点医療機関におけるインフルエンザ患者の発生状況の保健所へ



- 21 -

の報告に基づき、インフルエンザ全体の発生動向を的確に把握し、医療関係者や国
民へ情報提供する。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日策定）
県
○ 県内で鳥インフルエンザ患者(疑い患者を含む)が発生した場合、県立健康科学研
究センター等でＰＣＲ等による検査を実施し、Ｈ５亜型陽性が確認された場合、確
定検査のため、国立感染症研究所へ検体を送付する。

○ 感染拡大期には、県立健康生活科学研究所において実施する新型インフルエンザ
ウイルス検査を全患者検査からサンプリング検査に切り換える。

② 県のとった対策

ア 検査の実施

○ 県立健康生活科学研究所にて、各健康福祉事務所が受け付けた検体につい

て検査を実施している（なお、西宮市保健所で受け付けた検体についても当

研究所にて実施）。

○ 研究所にて陽性になった検体について、国立感染症研究所の検査結果を持

って確定としていたが、県内で陽性検査が初めて確定した５月17日以降は、

県立健康生活科学研究所のみの検査結果をもって確定結果としている。

○ 平成21年（2009年）６月３日までは、ＰＣＲ検査は、患者が疑われる者全

員に対して実施していた。

イ ６月３日以降のＰＣＲ検査対象

・検体定点医療機関（20施設）及び専用外来医療機関（42施設）において、

インフルエンザ様症状を呈する患者で簡易キットＡ(＋）の場合

・ 学校サーベイランスで有症者の増加が認められた場合

・特に感染が強く疑われる事例があった場合（例：患者との濃厚接触者）

ウ 検査の実施状況
<兵庫県立健康生活科学研究所検査分>（平成21年（2009年）５月７日～６月23日）
検査受付日 検査数 うち陽性 陽性率 検査受付日 検査数 うち陽性 陽性率
5月 7日 1 0 0 % 6月6日 0 0
5月16日 10 7 70 % 6月 7日 1 1 100 %
5月17日 30 22 73 % 6月 8日 0 0
5月18日 15 6 40 % 6月 9日 1 0 0 %
5月19日 13 6 46 % 6月10日 1 0 0 %
5月20日 18 10 56 % 6月11日 0 0
5月21日 12 4 33 % 6月12日 0 0
5月22日 12 5 42 % 6月13日 0 0
5月23日 7 1 14 % 6月14日 1 0 0 %
5月27日 5 0 0 % 6月15日 1 0 0 %
5月28日 4 2 50 % 6月16日 0 0
5月29日 7 0 0 % 6月17日 0 0
5月30日 3 1 33 % 6月18日 3 2 67 %
5月31日 0 0 6月19日 5 5 100 %
6月 1日 2 0 0 % 6月20日 0 0
6月 2日 3 0 0 % 6月21日 0 0
6月 3日 2 0 0 % 6月22日 1 0 0 %
6月 4日 3 0 0 % 6月23日 1 0 0 %
6月 5日 0 0
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<兵庫県立健康生活科学研究所検査分> （週間集計、平成21年８月23日 19時現在）

検査週 検査実施数 うち陽性件数 陽性率（％）

19 (5.4-5.10) 1 0 0%

20 (5.11-5.17) 40 29 73%

21 (5.18-5.24) 80 33 41%

22 (5.25-5.31) 28 4 14%

23 (6.1-6.7) 11 1 9%

24 (6.8-6.14) 3 0 0%

25 (6.15-6.21) 9 7 78%

26 (6.22-6.28) 2 0 0%

27 (6.29-7.5) 3 3 100%

28 (7.6-7.12) 4 2 50%

29 (7.13-7.19) 35 33 94%

30 (7.20-7.26) 4 4 100%

31 (7.27-8.2) 7 7 100%

32 (8.3-8.9) 16 16 100%

33 (8.10-8.16) 13 12 92%

34 (8.17-8.23) 13 13 100%

合計 269 164 61%

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 迅速な検体採取

各健康福祉事務所が、あらかじめ新型インフルエンザ専用外来医療機関に検

体の培地等を配布していたため、当該医療機関で迅速に検体採取ができた。

イ 迅速な検体搬送

県警察等の協力を得て、検体搬送にパトカーが活用できたため、検体搬送が

県健康生活科学研究所でのＰＣＲ検査件数
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迅速にできた。

（例）５月16日深夜に国立感染症研究所（東京都）まで、各都府県パトカー

で検体を搬送

ウ 検査機関のバックアップ体制の構築

県立健康生活科学研究所、神戸市環境保健研究所、神戸検疫所が連携して、

検体増加時の検査応援、検査機器故障時のバックアップ体制等を構築した。

エ 最終判定の迅速化

当初は国立感染症研究所の検査結果が最終判定であったため、検体搬送を含

め、判定まで１日以上を要していたが、５月17日以降は県立健康生活科学研究

所の検査結果で最終判定となったことから、６時間で結果が判明するようにな

った。

② 解決すべき課題

ア 症例定義にひきづられ確認が遅れた

５月13日時点で、新型インフルエンザの検査対象（症例定義該当者）が渡航

歴のある者等となっていたため、インフルエンザ様症状を呈する者の発生動向

把握が不十分で、神戸市内で渡航歴のない高校生から初発例が確認された際の

対応が遅れた。

イ 検査実施基準の不統一

新型インフルエンザ検査（ＰＣＲ検査）実施基準が全国同一でない。

（例）都道府県等によっては、簡易検査Ａ（＋）を検査条件とする

ウ 病原体サーベイランス定点が少なかった

県内の病原体サーベイランス定点（採取医療機関）が３カ所（姫路、尼崎、

豊岡）で、発生動向等を調査するには少ない。

エ 確定患者累積数の公表が誤解を招く

日々のＰＣＲ検査陽性件数、確定患者累積数のみが報道され、新規患者が減

少しても、未だに感染が拡大しているような誤解を受けることがあった。

オ 全数検査の継続

新型インフルエンザが弱毒性と判明し、季節性インフルエンザと類似点が多

いとされても、全数把握の対応を継続した。

カ 全県的な検査協力体制

新型インフルエンザ検体の急増に備え、今後、尼崎市、姫路市を含めた県内

全ての地方衛生研究所、神戸検疫所が連携したＰＣＲ検査の応援体制が必要で

ある。
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キ 検査の同意

新型インフルエンザが疑われる患者からの検体採取には、本人同意を得る必

要があるが、拒否されると初発例やまん延状況の把握が遅れる。

ク 簡易検査キットの疑陰性

ＰＣＲ検査陽性者には、簡易検査キットＡ（－）であった者が約３割含まれ

ており、簡易検査陰性の結果をもって、新型インフルエンザ患者ではないと判

断することは、見逃しの危険性がある。
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Ⅳ 感染症指定医療機関体制

検証の視点
兵庫県では、兵庫県新型インフルエンザ対策計画に基づき、入院については感

染症指定医療機関が対応した。
しかし、今回の新型インフルエンザが強毒性ではなく、季節性インフルエンザ

と類似する点が多いことが判明し、国が運用指針等を改定したことに合わせ、兵
庫県でも医療体制を逐次見直し、現在では、入院については、軽症者には実施せ
ず、重症患者への対応を最優先することとしている。
これまでの一連の医療体制の変遷を検証するとともに、大流行に備えた入院医

療体制について検討を行った。

（１） 今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 都道府県等及び市区町村に対し、感染症指定医療機関等の整備を進めるよう要請する。

新型インフルエンザ対策ガイドライン（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ
に関する関係省庁対策会議、平成21年２月17日策定）

○ 新型インフルエンザ発生初期には、感染症法に基づき、新型インフルエンザ患者
等を感染症指定医療機関等に入院させることとし、そのための感染症病床や結核病
床等の陰圧病床の利用計画を策定しておく。

○ 第三段階のまん延期以降は、患者数が大幅に増大することが予想されることから、
重症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分ける。その際、感染症指定医療機関等以
外の医療機関や公共施設等に患者を入院・入所させることができるよう、その活用
計画を策定しておく。

○ 新型インフルエンザの患者は、原則として、感染症指定医療機関等で診療及び抗
インフルエンザウイルス薬の投与を行うため、発熱外来及び一般医療機関に対し、
受診者について本人の渡航歴等を確認した上、新型インフルエンザが疑われる場合
には感染症指定医療機関等の受診を指 示するよう、周知する。

○ 新型インフルエンザ患者の接触者（同居者等）に対しては、経過観察期間を定め、
外出自粛、健康観察、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与及び有症時の対応を
指導する。なお、症状が現れた場合には、感染症指定医療機関等に移送する。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年５月22日策定）

急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域においては、
○ 基礎疾患を有する者等は初期症状が軽微であっても優先して入院治療を行う。
また、基礎疾患を有する者等であるかどうか明確でない人でも重症化の兆候が見
られたら、速やかに入院治療を行う。一方、軽症者は、自宅で服薬、療養し、健
康観察を実施する。

○ 入院についても、当該地域においては、感染症指定医療機関以外の一般病院で
も、重症者が入院する可能性があるので、一般病院においても重症者のための病
床を確保する。その場合も、特に入院中の基礎疾患を有する者等への感染防止に
努める。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年６月19日改定）

○ 入院については、原則として実施せず自宅療養とするが、重症患者については、
感染症指定医療機関以外の一般入院医療機関においても入院を受け入れる。その場
合も、医療機関は院内感染防止に配慮した病床の利用に努める。都道府県は、地域
の実情に応じて病床を確保する。
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○ 都道府県は、特に新型インフルエンザに感染した際のリスクが高いと考えられる
者を守るため、都道府県の判断により発熱患者の診療を原則行わない医療機関（例
えば透析病院、がん専門病院、産科病院等）を定めることができる。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日策定）
県
○ 健康福祉事務所（保健所）及び政令市保健所と連携して、感染症指定医療機関の
整備を進める。

○ 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）疑い例（要観察例）は、原則として感染症指定医療機
関で診断、治療を行うこととし、検査の結果、疑似症患者となった場合は、感染症法に
基づき入院勧告を行う。
○ 健康福祉事務所（保健所）は、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）患者（疑似症患者
を含む）の家族等接触者の健康調査と健康観察期間を定めて健康管理等の指導・報
告及び外出の自粛を要請するとともに、抗インフルエンザウイルス薬による予防投
与を勧奨する。また、症状等が出現した場合は、健康福祉事務所（保健所）への連
絡と感染症指定医療機関への 受診を指導する。

○ 新型インフルエンザが発生している地域から帰国した者等は健康監視対象とし、
インフルエンザ様症状を呈した者(以下「要観察例」という。)は、初期封じ込めの
ため、健康福祉事務所(保健所)において、要観察例及び接触者に対する調査を実施
し、専用外来医療機関(主に感染症指定医療機関)を受診させる。

② 県のとった対策

○ ＰＣＲ検査にて感染が確定した患者等は、感染症法に基づき入院勧告され、

感染症対策の設備の整った感染症指定医療機関（県内９ヶ所）等へ入院してい

る。

○ 平成21年（2009年）５月22日以降は、軽症者は、自宅療養も可能としている。

ただし、基礎疾患のある方等は、新型インフルエンザ罹患により重症化しやす

いため、優先して感染症指定医療機関等に入院させることとしている。この場

合、重症者の治療が確保できないときは、一般医療機関の活用を感染予防策を

とった上で行う。

○ ５月22日以降、新型インフルエンザ患者のうち軽症者については、自宅療養

も可として対応したが、感染拡大につながるような事例は発生しなかった。

○ 感染症指定医療機関以外で入院等のあった圏域

・感染症指定医療機関以外の病院で患者受け入れ（神戸、阪神南、阪神北）

・感染症病床が満床となり軽症患者を自宅療養として退院（但馬）

○ 感染症指定医療機関の感染床病床等

感染症指定医療機関

圏域 医療機関名 感染症病床 陰圧テント※

神 戸 神戸市立中央市民病院 １０ 構造上不要

阪神南 県立尼崎病院 ８ －

東播磨 加古川市民病院 ６ ６

北播磨 市立加西病院 ６ ６

中播磨 姫路赤十字病院 ６ ６

西播磨 赤穂市民病院 ４ ４

但 馬 公立豊岡病院 ４ ４

丹 波 柏原赤十字病院 ４ ４

淡 路 県立淡路病院 ４ ４

合 計 ５２ ３４

※ 陰圧テントはH15年度に、ＳＡＲＳ対策として当時の感染症指定医療機関に配備
当時の感染症指定医療機関であった公立八鹿病院にも4セット配備



- 27 -

（参考）

入院用簡易陰圧テント ※ H15年度に配備

6病院（２８床）

【新規に入院した患者数の推移】 平成21年（2009年）５月7日～8月21日

5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 6/17 6/28 7/13 7/14 7/15

20 35 16 12 4 3 1 1 1 2 2 2

8/3 8/4 8/5 8/13 8/14 8/15 8/16 8/18 8/19 合計

1 2 1 1 2 1 1 1 1 110

○ 平成21年（2009年）5月22日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務

局事務連絡

「新型インフルエンザ患者の入院等の取扱いについて」（抄）

２．必ずしも入院が必要とならない軽症者の場合

急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域の発熱外

来等において、新型インフルエンザの疑いがある場合は、患者の症状に合わせ

て抗インフルエンザウイルス薬を処方した上で、自宅で服用、療養し、健康観

察を実施する。その際、外出の自粛を厳しく指導するとともに、自宅療養中の

注意事項についても指導すること。

○ 感染症指定医療機関の指定について（平成11年（1999年）3月19日厚生省保健医療

局長通知）

※ 感染症指定医療機関の配置基準

・ 第１種感染症指定医療機関

都道府県の区域ごとに１か所 ２床

・ 第２種感染症指定医療機関

２次医療圏ごとに１か所。その人口に応じ次の病床数とする。

30万人未満 ４床

30万人以上100万人未満 ６床

100万人以上200万人未満 ８床

200万人以上300万人未満 10床

300万人以上 12床

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 医療圏域を越えた受け入れ

２次保健医療圏域を越えて患者受け入れを行った。

イ 協力病院の確保

感染症指定医療機関以外に入院協力の得られた４病院においても、新型イン

フルエンザ患者を速やかに受け入れた。
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ウ 軽症者の自宅療養

新型インフルエンザ患者は、当初、全て入院としていたが、５月22日以降は

軽症者は自宅療養とした。

② 解決すべき課題

ア 医療の確保

阪神北圏域には、感染症指定医療機関がない。また、透析や妊婦等が新型イ

ンフルエンザに感染した場合に備えた病床を、各圏域ごとに予め用意してい

なかった。

イ 検査結果が判明するまで待機
新型インフルエンザ専用外来医療機関が感染症指定医療機関ではない場合、

ＰＣＲ検査結果が判明するまで医療機関待機等の必要性が生じた。

ウ 感染症病床での超過収容
発生当初、入院対象者が急増し、感染症病床数を超えて入院を受け入れるこ

とがあった。

エ 臨時感染症病床の確保
大流行時（パンデミック）の際の臨時感染症病床が確保できていない。

オ 医療圏域を越えた受け入れ

医療圏域を超えた受け入れにおいて、所轄保健所や健康福祉事務所間での入

院要否の判断・連絡等に齟齬が生じた例があった。
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Ⅴ 接触者対応

検証の視点
患者家族や患者の同級生等の濃厚接触者には、抗インフルエンザウイルス薬の

予防投与、外出自粛要請等、厳重な対応を行っていたが、これらの対応は、相手
の同意と協力を得て実施し、その効果が現れる対策である。
今回、新型インフルエンザの患者が発生したことにより休校となった学校の生

徒が外出するなど、接触者対策に不徹底な面が明らかになった。
そのため、効果的、かつ効率的な接触者対応のあり方について検討した。

（１） 今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 海外で発生した場合には、その状況に応じた感染症危険情報の発出、検疫飛行場
及び検疫港の集約化、査証措置（審査の厳格化、発給の停止）、入国者の検疫強化（隔
離・停留等）、航空機や船舶の運航自粛の要請等の水際対策を実施する。

○ 検疫所は、発生国からの入国者に対し、質問票の配付及び診察等により、新型イ
ンフルエンザに感染している可能性に応じた振り分けを行い、次の措置を行う。有
症者について、疫学的情報等を勘案し、新型インフルエンザに感染している可能性
がある場合には、検体の採取を行い、原則として検疫所にてＰＣＲ検査を実施する
とともに、隔離措置を行う。濃厚接触者については、停留施設等において検疫所長
が定める期間内停留を行う。同乗者及び発生国からの入国者については、健康監視
を実施する。

○ 国内発生時には積極的疫学調査を実施し、患者の接触者に対し、外出自粛を要請
すると同時に、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察を
行う。これにより、患者からウイルスの暴露を受けた者が、新たな患者となり、地
域内に感染を拡大させることを阻止する。

○ 新型インフルエンザ患者の接触者（同居者等）に対しては、経過観察期間を定め、
外出自粛、健康観察、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与及び有症時の対応を
指導する。なお、症状が現れた場合には、感染症指定医療機関等に移送する。

基本的対処方針（新型インフルエンザ対策本部、平成21年５月１日決定）

○ 検疫・入国審査の強化、空港における広報活動の強化
○ メキシコ等発生国から入国した感染者や感染したおそれのある者に対する隔離・
停留及び空港等における警備強化

確認事項（新型インフルエンザ対策本部幹事会、平成21年５月16日決定）

○ 患者との濃厚接触者や、医療従事者、初動対処要員等のうち感染防止策が不十分
なため、ウイルスに暴露した疑いのある者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の
予防投与を行う。

○ 地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動した地域
等において、積極的疫学調査を徹底する。

○ 水際対策としての検疫・入国審査及び発生国における在外邦人に対する支援に引
き続き取り組む。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年５月22日策定）

急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域においては、
○ 自宅療養する軽症者の家族の中で基礎疾患を有する者等がいる場合は、抗インフ
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ルエンザウイルス薬の予防投与を行い、その他は、予防投与は行わない。
○ 水際対策に関して、入国時の検疫対応等については、健康状態質問票に基づく確
実な健康状態の把握に力点を置いた検疫を行うこととし、具体的にはブース検疫を
行う。ただし、検疫前の通報において、明らかに有症者がいる場合は、状況に応じ、
機内検疫を行う。

○ 検疫において、患者を確認した場合は、当該患者については引き続き隔離措置と
する。濃厚接触者に対しては、停留を行わず外出自粛を要請するなど、より慎重な
健康監視とし、居住地等の都道府県等に対して速やかに連絡をとる。

○ その他の同乗者については、健康監視の対象とはせず、健康状態に異常がある場
合には、発熱相談センターへの連絡を徹底する。

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（厚生
労働省、平成21年６月19日改定）

○ 患者の濃厚接触者に対しては、都道府県等は、外出自粛など感染拡大防止行動の
重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出現した場
合、保健所への連絡を要請する。学校等の集団に属する者であって、複数の患者が
確認された場合は、必要に応じ積極的 疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定する。

○ 基礎疾患を有する者等で感染を強く疑われる場合については、抗インフルエンザ
ウイルス薬の予防投与を医師の判断により行う。さらに、医療従事者や初動対処要
員等のうち基礎疾患を有する者については、それらの者がウイルスに暴露した場合
には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う。その上で、感染した可能性
が高くない場合には、職務 の継続を可能とする。

○ 現状では既に世界的なまん延状況にあるとの認識の下、今後の検疫の方針を入国
者全員への十分な注意喚起と国内対策の変更に応じた運用へ転換する。

○ 全入国者に対して、検疫ブースの前で呼びかけを行うとともに、新型インフルエ
ンザに関する注意を記載した健康カードを配布し、個人としての感染予防に留意す
るよう周知するとともに、発症した場合には医療機関を受診するようさらに周知徹
底する。

○ 有症者の把握については、事前通報があった場合の状況に応じて、機内検疫を継
続実施するほか、機内アナウンスの強化等による自己申告への協力依頼を継続する。

○ 検疫で判明した有症者（同一旅程の集団から複数の有症者が認められた場合を除
く）については、原則、新型インフルエンザのＰＣＲ検査を行わず、症状に応じた
マスク着用や可能な限り公共交通機関を使わないなどにより帰宅（自宅療養）させ
る。

○ 同一旅程の集団から複数の有症者が認められた場合には、検疫所において確認の
ため新型インフルエンザのＰＣＲ検査を実施し、陽性の場合には本人に連絡し医療
機関受診を勧める。この場合、当該同一旅程の他の者については、住所地等を確認
の上、都道府県等に対して、情報提供を行う。都道府県等は、この者に対し、外出
自粛など感染拡大防止行動の重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間
に発熱等の症状が出現した場合、保健所への連絡を要請する。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日策定）
県
○ 発生地域からの帰国者で検疫所長から検疫法に基づく通知があった場合、検疫所
長が定めた期間、健康監視を行うとともに、外出を自粛し、健康状態に異状を生じ
た場合は、直ちに健康福祉事務所へ連絡するよう要請する。

○ 健康監視下において 健康状態に異状が生じた者については、速やかに専用外来
医療機関への受診を勧奨し、専用外来医療機関において検査、治療を行うとともに、
その接触者に対する積極的疫学調査を実施する。また、異状を呈した者については、
直ちに厚生労働省へ報告する。

○ 接触者に対しては、健康福祉事務所（保健所）で疫学調査を実施のうえ、経過観
察期間（患者〔疑似症患者を含む〕と最後に接触した日から10日が経過する日まで
の間）の外出自粛の要請と健康監視を実施する。なお、健康状態に異状が生じた場
合は、直ちに健康福祉事務所（保健所）へ連絡するよう指導する。
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② 県のとった対策
ア まん延国からの帰国者への対応
○ 検疫所から提供された名簿に基づき、まん延国から帰国した県内居住（滞
在）者に対しては、健康福祉事務所（保健所）から速やかに連絡を取り、健
康調査を実施。
特に、濃厚接触者であるか否かを問わず、感染が確認された者と同じ航空

機に乗っていた者に対しては、検疫所から速やかに情報を入手のうえ、健康
の自己管理及び外出自粛の徹底を要請し、健康調査を強化した。

○ 平成21年（2009年）５月22日からは検疫の実施方針が変更され、患者の座
席の近隣の座席にいた者に対してのみ健康調査を実施している。

【健康調査の期間】現在は７日間（当初は10日間であったが、５月13日から国の方

針に基づき、７日間に変更）。

【健康調査の内容】毎日朝夕の検温、不要不急の外出自粛、健康に異常が認められ

た場合の速やかな健康福祉事務所（保健所）への連絡等を指導。

イ 県内発生後の接触者への対応
○ 確定患者からの２次感染を予防するため、患者調査に基づき感染の可能性
が高い者については、濃厚接触者として次のとおり対応している。

【濃厚接触者】同居家族、感染予防をせずに診察に従事した医療従事者、職場・学

校で感染の可能性が高いと判断される者

例：①世帯内居住者、②個人防護具を正しく着用せず、患者の診療に従

事した医療関係者、③直接対面者（手で触れること.会話すること

が可能な距離でPPEを装着しなかったかあるいは正しく着用せずに、

上記患者と対面で会話や挨拶等の接触があった者）

○ 濃厚接触者に対しては、健康福祉事務所（保健所）が、最終接触から７日
間、毎日の体温測定などの指導による健康観察とともに、不要不急の外出自
粛の要請を行っている。また、同意が得られた者に対して抗インフルエンザ
ウイルス薬の予防投与を行っている。
なお、感染の可能性が低いもの（軽度接触者）についても、健康観察を適

時行った。

（２） 評価

① 有効であった対応
ア ２次感染はほとんど見られない

患者の入院、自宅療養時の感染防止指導、濃厚接触者に対する健康監視、外
出自粛要請、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等により、同居家族等へ
の２次感染はほとんど見られなかった。

区分
人数
(A)

タミフル投与
対象者数(B)

実投与者数
(C)

リレンザ投与
対象者数(D)

実投与者数
(E)

患者家族 228 156 121 21 15
その他 295 96 90 191 153
計 523 252 211 212 168

濃厚接触者数 予防投与の状況
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イ 学級閉鎖等で感染拡大を阻止できた

学校での集団発生時には、学級閉鎖等により、１週間程度で感染拡大を抑止

できた。

② 解決すべき課題

ア 調査時の服装

国の積極的疫学調査実施要綱に基づいた健康福祉事務所マニュアルでは、患

者調査時や移送時の服装をマスク、ゴーグル、手袋、ガウンとしていた。弱毒

性と判明しても、服装は強毒性の対応を継続していた。

イ 予防投与対象者が不明確

濃厚接触者で同意が得られた者に対して抗インフルエンザウイルス薬を予防

投与することとしていたが、濃厚接触者の定義が不明確であった。

濃厚接触者に該当しないが、引き続き濃厚接触者と接する学校教員等から、

予防投与の要望があった。

ウ 検疫情報が不十分

検疫所からの入国情報に基づき健康観察を行ったが、情報が不十分で連絡が

取れないものがあった（1,144人中47人）。特に、外国人等の旅行者の場合、所

在地記入が不十分で所在確認が困難であった。

エ 濃厚接触者の定義

検疫所情報による健康調査対象者（計1,872人）に対する健康調査の結果、新

型インフルエンザ患者は発生しておらず、濃厚接触者の定義を変更する必要が

ある。

オ 濃厚接触者の外出自粛の徹底

外出自粛中の高校生が、友人と食事をするなどの事例があった。

カ 抗インフルエンザウイルス薬の投与基準

濃厚接触者への抗インフルエンザウイルス薬投与基準を、医療機関・一般家

庭別にガイドライン化する必要がある。
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Ⅵ 薬剤・資機材の流通・確保方策

検証の視点
今回の新型インフルエンザに対しては、インフルエンザウイルス検査キットに

よる患者の振り分けが行われたほか、抗インフルエンザウイルス薬が有効であっ

たことから、医療現場や濃厚接触者対策に検査キットと抗インフルエンザウイル

ス薬の需要が増大した。

また、新型インフルエンザの国内発生により、一般向けマスクが品切れになる

店が生じるなど、一部で混乱が生じた。
そのため、薬剤・資機材の流通・確保方策について検討した。

（１）今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の45％に相当す
る量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を推進する。

○ 新たに開発されている抗インフルエンザウイルス薬についても、情報収集や支援
を行い、全体の備蓄割合を検討する。」「在外公館における抗インフルエンザウイル
ス薬の備蓄を進める。

○ 抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型インフルエンザ発生時に
円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関や薬局、医薬品卸売業者に対し、
抗インフルエンザウイルス薬の適正流通を指導する。

○ 国及び都道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行う。ま
た、都道府県毎の抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を調査し、患者の発生状
況を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬が必要な地域に供給されているかどうか
を確認し、都道府県の要請等に応じ、国備蓄分を配分する等の調整を行う。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日策定）
県
○ 患者の治療、接触者、健康福祉事務所、政令市保健所の職員、医療従事者等の予
防投与及び地域封じ込めの予防投与に必要な抗インフルエンザウイルス薬を備蓄し、
一部を専用外来医療機関、健康福祉事務所及び政令市保健所に配備する。なお、保管
場所を非公開とし、厳重に管理する。

○ 医師会関係者、卸売販売業者等からなる委員会等を設置し、抗インフルエンザウ
イルス薬の安定供給等を協議する。」「地域や医療機関によってワクチン及び抗イン
フルエンザウイルス薬の流通に偏在が起きないよう、卸売業者と連携して事前予約
制等の流通調整を行う。

○ 健康福祉事務所等の初動対応に必要な感染防護資材等（マスク、防護服、消毒薬
等）の在庫状況を把握し、備蓄に努める。

○ 市町や県内の消防機関に対して、必要な感染防護資材等の備蓄を要請する。
○ 発生時には、県内医薬品卸売業者等における在庫量・流通状況を把握するととも
に、抗インフルエンザウイルス薬の流通調整を行い、関係者に対して必要以上に購
入しないこと等を指導する。

② 県のとった対策

ア 抗インフルエンザウイルス薬の市場流通分の把握

抗インフルエンザウイルス薬の在庫量について、医薬品卸売業者から毎日業

務終了時の在庫量を報告してもらい県内の市場流通分の把握を行った。
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イ 医薬品・医療機器等の安定供給の確保

抗インフルエンザウイルス薬、医療用サージカルマスク等の安定供給につい

て医師会・薬剤師会・医薬品卸業協会等に協力を依頼した。

また、マスクの市場流通が不足している状況について、兵庫県医薬品小売商

業組合等の県内関係団体に対して安定供給及び円滑な供給について協力を要請

するとともに、厚生労働大臣に対して安定供給及び偏在防止を要請した。

ウ 休日における新型インフルエンザ対策にかかる連絡体制の整備

医薬品卸業協会へ休日の対応について依頼し、緊急時の連絡体制を確保した。

調査(在庫確認）時点・・・調査日における業務終了時点(時間表示のあるものを除く）

タミフル 医薬品卸業者在庫量

24,279 24,059 23,595 23,599
28,443

62,968 60,381 57,921 58,579

78,907

108,035
104,770

84,222 84,512 84,268 83,916 83,486 83,424 82,699

21,379 21,336 21,033 21,248

9,243

44,023 41,664 39,102

62,592

44,034

61,862

86,376
83,233

68,007
64,570 64,342 63,546 63,837 63,616 63,239 63,099 62,945 62,153

88,295 85,06085,314

82,055
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人分

人換算在庫量（カプセル及びドライシロップ）：人分

人換算在庫量（カプセルのみ）：人分

リレンザ 医薬品卸業者在庫量

11,773
11,313 11,061 10,775

2,035

4,093
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11,897

9,757

12,365

10,174
9,641

8,949

16,671 16,455
15,701
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Ｎ９５マスク 医療機器卸在庫量
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エ 医療機関からの専用相談窓口の設置

県内の医療機関（病院、診療所、薬局）から医薬品、検査キット等の入手に

係る相談を受けるための専用電話を設置した。

※平成21年（2009年）５月19日（火）より設置

受付時間：月～金曜日 午前９時から午後７時

場 所：兵庫県健康福祉部健康局薬務課

対 象：兵庫県内の病院、診療所、薬局

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 抗インフルエンザウイルス薬タミフルの備蓄

備蓄タミフルの一部を健康福祉事務所、政令市保健所及び専用外来医療機関

に配備しており、今回は、そのタミフルを使用して迅速に予防投与を行うこと

ができた。

イ 抗インフルエンザウイルス薬リレンザの確保

高校生等の予防投与に使用するため、国に対してリレンザの提供を要請し、

リレンザ5,005人分を確保し予防投与を行ったことが有効であった。

ウ 医療機関からの専用相談窓口の設置

医療機関からの相談に対し、適切に各種の情報を提供することにより医療機

関での混乱を回避することができた。

② 解決すべき課題

ア マスク等の安定供給

一般用マスク等の感染予防用資材については、一部店頭で売り切れなどが見

られた。

イ 抗インフルエンザウイルス薬の安定供給

新型インフルエンザの大流行に備え、県が備蓄している抗インフルエンザウ

イルス薬の放出方法を確立する必要がある。

ウ 検査キットの安定供給

インフルエンザウイルス検査キットの不足についての相談が専用外来医療機

関以外の一般医療機関から多数あり、医薬品卸売業者における同キットの流通

在庫も希薄であった。
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第２章 患者情報の伝達、共有のあり方

Ⅰ 国、都道府県、保健所設置市間の患者情報の共有等連携

検証の視点

保健所設置市は、新型インフルエンザの感染拡大防止対策について、都道府県

と同様の立場に立って対策を講じることになっている。

しかしながら、今回の新型インフルエンザのように患者の発生が広域にわたる

ような事例の場合、感染状況全体を取りまとめたうえで、対策の検討、評価が必

要となる。ここでは、都道府県、保健所設置市間の情報共有のために都道府県が

とるべき役割について検証した。

併せて、新型インフルエンザ発生情報は、診療の参考となる情報であるため、

兵庫県、保健所設置市が持つ患者情報の医療機関への提供内容、方法等について

検証した。

（１） 今回とった対策の概要

① 国、県の関係規定

新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
国 する関係省庁対策会議、平成21年（2009年）２月17日改定）

○ 都道府県等とメールや電話等を利用して緊急に情報を提供できるシステムを構築
する。

○ 国内の発生状況をリアルタイムで把握し、都道府県に対して発生状況を緊急に情
報提供し、必要な対策を実施するよう要請する。

新型インフルエンザ対策ガイドライン（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ
に関する関係省庁対策会議、平成21年２月17日策定）

○ 都道府県等は、管内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集を行うもの
とする。

○ 地方衛生研究所において、本庁及び保健所が収集した情報の集約及びその分析を
行い、本庁感染症担当部局と情報共有する体制を検討する。

兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年４月27日策定）
県
○ 海外・国内・県内の新型インフルエンザ発生状況・対応状況等について、各関係
機関（市町・消防・警察・県医師会等）に速やかに情報提供する。

○ 県外で発生した患者等に係る県内への立ち寄り情報の入手に努めるとともに、近
隣府県との情報・意見交換を行う。

② 県のとった対策

ア 患者情報の流れ

(a) 感染症法の規定により、新型インフルエンザの患者を診断したときは、最

寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る。

(b) 届出を受けた都道府県知事は、直ちに厚生労働大臣に報告する。
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(c) 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について、届出を受け

たときはその者の居住地を所管する都道府県知事に通報する。

(d) 都道府県知事は他の都道府県知事に対して、感染症の発生を予防する等、

必要があると認めるときは協力を求めることができる。

(e) 保健所を設置する市は、ア～エについて、都道府県と同様の立場に立って

事務を処理する。

一般的な患者情報の流れ

厚生労働省（大臣）

報告 報告

兵庫県（知事） 保健所設置市（長）
必要時は情報提供

（県）保健所 市保健所

経由 経由

医療機関（医師） 医療機関（医師）

※ 県内で保健所を設置する市：神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市

イ 疫学調査連絡会の設置

各保健所設置市と連携を図るため「疫学調査連絡会」を設置した。

【連絡会参加者】

神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、兵庫県の疫学調査担当実務者

※ オブザーバー：国立感染症研究所調査員

【連絡会検討内容】

・全県の患者、濃厚接触者の個人別症状の集約、分析

・情報分析

・患者、接触者対応方針の調整

・各保健所への対応方針の周知 等

（２） 評価

① 有効であった対応

ア 県内保健所長会議での情報共有

政令市を含めた県内保健所長会議を実施し、情報共有等の連携が図られた。

イ 日常業務を通じての情報共有

日常業務を通じて保健所設置市との情報交換があったため、混乱の中にあっ

ても、患者、濃厚接触者対応等に必要な情報は、概ね、遅滞なく情報交換でき

た。
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ウ 疫学調査連絡会の設置

疫学調査連絡会を設置して保健所設置市と疫学情報の共有に関する情報交換

ができ、県保健所、市保健所を越えて、感染経路の分析等の円滑化が図られた。

② 解決すべき課題

ア 県・市連携

医療機関の受診状況等により患者の居住地以外でＰＣＲ検査を実施し確定し

た事例について、県と保健所設置市との間の情報共有が不十分で、結果的に公

表が遅れた事例があった。

イ 情報入力

新型インフルエンザ患者の急増により、行政機関の情報共有を図るオンライ

ンシステム（NESID）への入力が遅れ、自治体間の情報共有が困難な時期があっ

た。

ウ 医療機関向け情報

医療機関にとって診療の一助となる、新型インフルエンザ地区別発生状況等、

医療機関専用の情報提供が不十分であった。

エ 情報分析

疫学調査連絡会設置までは、患者情報を互いに持ち寄り、分析する体制がな

かった。
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